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は
じ
め
に

　

鴻
巣
市
箕
田
に
所
在
す
る
平
右
衛
門
遺
跡
の
令
和
四
年
度
の
発
掘
調
査

で
、
旧
中
山
道
の
側
溝
と
考
え
ら
れ
る
大
型
の
溝
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
県
道

に
隣
接
し
て
お
り
、
壁
面
が
落
下
す
る
危
険
性
が
あ
り
、
県
道
に
沿
っ
た
南

西
側
の
壁
面
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
が
、
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
部
分

で
は
幅
二
ｍ
以
上
、
深
さ
二
ｍ
程
度
あ
っ
た
（
１
）。
令
和
二
年
度
の
隣
接

地
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
、
中
山
道
に
並
行
す
る
溝
跡
が
検
出
さ
れ
て
い

る
。
規
模
は
、
幅
約
二
・
七
ｍ
、
深
さ
一
・
八
ｍ
で
、
長
さ
約
二
四
ｍ
に
わ
た
っ

て
直
線
的
に
延
び
て
い
た
。
中
世
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る(

２)

。
こ
の
大
型
の
溝
跡
の
普
請
時
期
に
つ
い
て
、
文
献

史
学
的
見
地
か
ら
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
溝
の
普
請
は
、
周
辺
領
主
が

関
わ
っ
て
為
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
右
衛
門
遺
跡
周

辺
の
領
主
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

一
　
平
右
衛
門
遺
跡
の
旧
中
山
道
に
並
行
し
た
溝
跡
に
つ
い
て

　

平
右
衛
門
遺
跡
の
旧
中
山
道
に
並
行
し
た
溝
の
普
請
が
行
わ
れ
た
時
期
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

慶
長
十
七
年(

一
六
一
二)

十
月
十
六
日
、
徳
川
政
権
に
よ
っ
て
道
路
・

堤
防
・
橋
の
維
持
管
理
に
関
す
る
法
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
遺
構
は
こ

の
法
令
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
法
令
に
つ
い
て
、『
徳
川
実
紀
』
慶
長
十
七
年
十
月
十
六
日
条(

３)

に
「
道
路
堤
防
の
制
を
仰
せ
下
さ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

要
旨　

　

鴻
巣
市
箕
田
に
所
在
す
る
平
右
衛
門
遺
跡
で
は
、
発
掘
調
査
で
、
旧
中
山
道

の
側
溝
と
考
え
ら
れ
る
大
型
の
溝
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
溝
の
普
請
時
期
に

つ
い
て
文
献
史
学
的
見
地
か
ら
検
討
し
た
。
結
果
、
徳
川
政
権
が
道
路
・
堤
防
・

橋
の
維
持
管
理
に
関
す
る
法
令
を
出
し
た
慶
長
十
七
年(

一
六
一
二)

十
月
十
六

日
に
近
い
時
期
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
こ
の
普
請
に
は
周
辺
の
在
地
領
主

が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
の
平
右
衛
門
遺
跡
周
辺

の
領
主
で
あ
っ
た
道
祖
土
氏
を
素
材
と
し
て
検
討
し
た
。
道
祖
土
氏
は
も
と
八

林(

比
企
郡
川
島
町)

の
在
地
領
主
で
、
天
正
十
八
年(
一
五
九
〇)

以
後
に
箕

田
郷
登
戸
に
移
住
し
た
。
中
近
世
移
行
期
の
箕
田
郷
は
、
忍
領
や
岩
付
領
の
勢

力
が
錯
綜
し
、
道
祖
土
氏
の
よ
う
な
小
領
主
が
移
住
で
き
る
よ
う
な
環
境
で
あ
っ

た
。
裏
を
返
せ
ば
、
外
部
勢
力
を
阻
む
よ
う
な
有
力
領
主
が
い
な
か
っ
た
、
す

な
わ
ち
、
中
世
箕
田
郷
の
有
力
領
主
が
あ
る
時
点
で
一
掃
さ
れ
た
と
考
え
た
。

応
安
元
年(

一
三
六
八)

八
月
二
十
一
日
付
鎌
倉
公
方
足
利
氏
満
寄
進
状
か
ら
、

平
一
揆
の
乱
に
関
与
し
て
箕
田
郷
の
地
頭
職
を
没
収
さ
れ
た
有
力
領
主
が
い
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
時
没
収
さ
れ
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
寄
進

さ
れ
た
箕
田
郷
「
河
連
村
」
の
当
時
の
範
囲
を
推
定
し
、
中
三
谷
遺
跡
の
館
跡

が
こ
れ
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
更
に
検
討
し
た
い
。

儘
田　

め
ぐ
み

平
右
衛
門
遺
跡
周
辺
の
中
世
と
中
三
谷
遺
跡
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「
道
路
堤
防
の
制
」
と
し
た
い
。
な
お
、『
徳
川
実
紀
』
と
は
、
江
戸
幕
府
が

十
九
世
紀
初
期
に
歴
代
将
軍
の
事
歴
を
中
心
に
法
令
な
ど
を
ま
と
め
た
実
録

で
あ
る
。
ま
ず
、「
道
路
堤
防
の
制
」
に
関
す
る
史
料
を
み
て
い
き
た
い
。

【
史
料
１
】

　
　
　
　

覚

一
、
大
道
小
道
共
、
馬
さ
く
り
候
所
に
ハ
、
砂
に
て
も
石

　

ニ
而
も
、
か
た
ま
り
候
様
被
仰
付
、
道
之
脇
に
、
水
や
り
仕
様
に
尤
候
事
、

　

付
、
ぬ
か
り
候
所
、
右
同
前
、
砂
成
共
石
也
共
入
、
か
た
ま
り
候
様
可
被

　

仰
付
事
、

一
、
堤
等
之
芝
切
は
き
候
事
、
一
切
無
用
可
被
成
候
、
馬
さ
く
り
候
所
へ
ハ

　

土
を
敷
、
か
た
く
ふ
み
付
候
様
可
被
申
付
候
、
道
能
候
所
に
土
を
置
候
事
、

　

必
御
無
用
候
事
、

一
、
橋
之
儀
、
大
小
に
よ
ら
す
悪
候
ハ
ゝ
、
御
料
私
領
共
に
觸
下
之
間
、
向

　

後
代
官
衆
被
入
精
候
様
、
堅
申
渡
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

青　

圖
書
（
青
山
成
重
）

　

慶
長
十
七
年
子
十
月
十
六
日　

安　

對
馬
（
安
藤
重
信
）　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

土　

大
炊
（
土
井
利
勝
）

【
史
料
２
】

十
月
十
六
日
丙
子
、
雨

幕
府
、
道
路
堤
防
橋
梁
修
繕
ノ
制
ヲ
頒
布
ス

【
史
料
３
】

十
月
十
六
日
、
川
越
、
深
津
彌
左
衛
門
、
野
呂
理
右
衛
門
、
杉
浦
八
郎
五
郎
、

鎌
倉
、
藤
澤
、
飯
田
右
馬
助
、
伊
鄕
藤
三
郎
、
石
丸
六
兵
衛
、
越
ケ
谷
、
大

澤
忠
二
郎
、
小
金
、
尾
崎
助
大
夫
、
浦
和
、
小
笠
原
市
左
衛
門
、
鴻
巣
、
中

川
與
助
、
羽
生
、
碕
（
騎
ヵ
）
西
、
大
河
内
右
衛
門
次
郎
、
此
分
、
御
鷹
場

路
地
造
り
橋
か
け
木
う
へ
砂
置
可
申
候
由
、
被
仰
越
、

　
【
史
料
１
】
は
十
六
世
紀
末
～
十
七
世
紀
の
江
戸
幕
府
の
法
令
を
集
め
た

私
撰
の
法
令
集
『
御
當
家
令
條
』
の
慶
長
十
七
年(

一
六
一
二)

十
月
十
六

日
条(

４)

で
あ
る
。
の
ち
に
編
纂
さ
れ
た
『
徳
川
実
紀
』
同
日
条
の
も
と

に
な
っ
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
大
道
、
小
道
と
も
に
馬
が
通
行
に
よ
っ
て
掘
っ
て
し
ま
っ
た
所
に
は
、

砂
や
石
を
入
れ
て
固
ま
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
道
の
脇
に
排
水
溝
を
つ
く
る

こ
と
。
ま
た
、
ぬ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
砂
や
石
を
入
れ
て
固
ま
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。
②
堤
の
芝
を
切
り
は
ぐ
こ
と
は
、
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な

い
。
馬
が
掘
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
は
、
土
を
敷
い
て
か
た
く
踏
み
つ
け
る

こ
と
。
道
が
よ
い
と
こ
ろ
に
土
を
置
い
て
は
い
け
な
い
。
③
橋
に
つ
い
て
は
、

大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
幕
府
の
直
轄
領
・
私
領
共

に
修
理
を
命
じ
る
の
で
、
今
後
、
代
官
た
ち
は
精
を
入
る
こ
と
を
堅
く
命
じ

る
。

　

平
右
衛
門
遺
跡
に
み
ら
れ
た
旧
中
山
道
に
並
行
す
る
溝
跡
は
、
①
に
よ
り

道
の
脇
に
つ
く
ら
れ
た
排
水
溝
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
【
史
料
２
】
は
、
公
家
の
山
科
言
緒
に
よ
る
日
記
『
言
緒
卿
記
』
の
同
日

条(

５)

で
あ
る
。【
史
料
１
】
と
同
日
に
「
幕
府
、
道
路
堤
防
橋
梁
修
繕
ノ

制
ヲ
頒
布
ス
」
と
記
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
道
路
堤
防
の
制
」
は
、
広
く

一
般
的
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
法
令
の
対
象
と
な
る
道
は
「
大
道
小
道
」
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

直
ち
に
す
べ
て
の
道
に
お
い
て
普
請
を
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
平
右
衛
門
遺
跡
周
辺
で
の
普
請
が
実
施
さ
れ
た
の
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、【
史
料
３
】『
慶
長
年
録
』の
同
日
条(

６)

を
み
た
い
。『
慶
長
年
録
』
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と
は
、
慶
長
十
四
年(

一
六
〇
九)

よ
り
元
和
元
年(

一
六
一
五)

に
い
た

る
間
、
徳
川
氏
を
中
心
と
し
た
諸
記
録
を
年
次
順
に
記
述
し
た
も
の
で
、【
史

料
１
】
と
同
様
に
『
徳
川
実
紀
』
同
日
条
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
【
史
料
３
】
で
は
、
幕
府
は
川
越
・
鎌
倉
・
藤
澤
・
越
谷
・
小
金
・
浦
和
・

鴻
巣
・
羽
生
・
騎
西
に
お
い
て
「
御
鷹
場
路
地
造
り
」
を
命
じ
て
い
る
。
平

右
衛
門
遺
跡
付
近
の
「
鴻
巣
」
の
担
当
者
は
「
中
川
與
助
」
と
具
体
的
に
記

さ
れ
て
い
る
。「
鴻
巣
」
か
ら
忍
城(

７)

へ
つ
な
が
る
平
右
衛
門
遺
跡
に
接

し
た
街
道
は
、
当
然
普
請
の
対
象
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、【
史
料
１
】
で
広
く
一
般
的
に
「
道
路
堤
防
の
制
」

が
出
さ
れ
、
こ
の
法
令
に
基
づ
い
て
、
同
日
、
特
に
御
鷹
場
と
な
る
地
域
の

街
道
整
備
を
重
点
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
【
史
料
３
】
の
法
令
を
出
し
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、【
史
料
３
】
で
定
め
ら
れ
た
「
御
鷹
場
路
地
造
り
」
は
直
ち

に
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
右
衛
門
遺
跡
に
み
ら
れ
た
旧
中
山
道
に

並
行
し
た
溝
跡
は
、こ
の
と
き
の
普
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

二
　
平
右
衛
門
遺
跡
周
辺
の
在
地
領
主

　

平
右
衛
門
遺
跡
に
み
ら
れ
た
旧
中
山
道
に
並
行
し
た
溝
の
普
請
が
実
施
さ

れ
た
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
溝
の
普
請
は
、
当
然
、
平
右
衛
門
遺
跡
周

辺
の
在
地
領
主
に
課
さ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
当
該
期
、
平
右
衛
門
遺

跡
の
東
南
約
五
〇
〇
ｍ
の
距
離
に
あ
る
箕
田
郷
登
戸
に
は
道
祖
土
氏
が
い

た
。
道
祖
土
氏
は
、
も
と
は
八
林(

比
企
郡
川
島
町)

の
在
地
領
主
で
、
戦

国
期
の
小
田
原
北
条
氏
の
政
権
下
で
は
岩
付
領
に
属
し
て
三
尾
谷
郷
・
戸
森

郷(

川
島
町)

の
代
官
を
務
め
て
い
た(

８)

。ま
た
、「
北
条
家
着
到
定
書
」(

９)

か
ら
、
二
十
五
貫
文
の
貫
高
に
対
し
て
課
さ
れ
た
軍
役
は
三
人
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
、
小
規
模
な
在
地
領
主
で
あ
っ
た
。

　

道
祖
土
氏
の
箕
田
郷
へ
の
移
住
に
関
し
て
は
、『
道
祖
土
氏
系
図
』（
10
）・

『
道
祖
土
氏
伝
記
』（
11
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）

の
小
田
原
北
条
氏
滅
亡
と
こ
れ
に
伴
う
岩
付
落
城
に
よ
り
、
道
祖
土
満
兼

(

道
祖
土
圖
書)

が
牢
人
し
、
薩
摩
中
将
忠
吉(

忍
城
城
主
松
平
忠
吉)

の
臣

下
と
な
っ
て
い
た
深
井
氏
と
の
縁
で
箕
田
の
諏
訪
宮
の
前
に
屋
敷
を
構
え
て

居
住
し
、
の
ち
文
禄
三
年(

一
五
九
四)

に
満
兼
は
荒
廃
し
た
箕
田
郷
登
戸

に
移
住
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、『
道
祖
土
氏
伝
記
』
に
は
満
兼
が
荒
廃

し
て
い
た
登
戸
勝
願
寺
を
復
興
さ
せ
、「
山
を
発
、
溝
を
ほ
り
、
神
社
を
再

興
し
、
荒
地
を
開
発
し
」
と
あ
る
。
こ
の
「
溝
」
は
旧
中
山
道
に
並
行
し
て

み
ら
れ
た
溝
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

実
は
、
道
祖
土
氏
は
箕
田
郷
に
移
住
す
る
以
前
に
も
箕
田
郷
と
の
関
わ
り

が
み
ら
れ
る
。

　

次
の
【
史
料
４
】
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
に
比
定
さ
れ
る
二
月
八
日

付
岩
付
城
主
北
条
氏
房
の
朱
印
状(

12)

を
み
た
い
。
こ
の
朱
印
状
は
、
八

林
郷
（
比
企
郡
川
島
町
）
道
祖
土
圖
書
分
の
百
姓
中
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

【
史
料
４
】

去
歳
未
歳
大
普
請
人
足
壹
人
、
無
御
用
ニ
付
而
、
不
被
召
仕
候
、
箕
田
郷
堤

為
水
堰
、
被
仰
付
間
、
來
十
九
日
鍬
簣
を
持
、
箕
田
郷
へ
集
、
廿
日
よ
り
廿

九
日
ま
て
十
日
、
奉
行
如
申
普
請
可
致
候
、
朝
者
天
明
者
則
出
、
日
之
入
を

切
而
可
致
之
、
致
遅
ゝ
罷
出
者
ハ
、
為
闕
如
、
一
日
遅
参
五
日
可
被
召
仕
、

是
ハ
惣
國
之
法
候
間
、
存
其
旨
、
咎
普
請
不
致
様
ニ
、
早
天
よ
り
可
致
之
者

也
、
仍
如
件
、

　
　

甲
申(
天
正
十
二
年)

　
（「
心
簡
剛
」
朱
印)

二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
林
道
祖
土
圖
書
分



―249― (4)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
中

　

傍
線
部
を
要
約
す
る
と
、「
昨
年
の
大
普
請
で
は
、
人
足
一
名
が
必
要
な

く
な
り
、
招
集
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
分
箕
田
郷
堤
水
堰
の
普
請
を
命
じ

る
。
十
九
日
に
鍬
簣
を
持
ち
、
箕
田
郷
へ
集
ま
り
、
二
十
日
か
ら
二
十
九
日

ま
で
の
十
日
間
、
奉
行
が
申
す
と
お
り
に
普
請
を
致
す
よ
う
に
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
同
日
付
の
ほ
ぼ
同
内
容
の
北
条
氏
房
朱
印
状(

13)

が
井

草
（
比
企
郡
川
島
町
）
細
谷
三
河
守
分
百
姓
中
へ
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
箕
田
郷
に
お
け
る
普
請
に
つ
い
て
、
新
井
浩
文
氏
は
『
川
里
町
史
』

で
、「
水
堰
と
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
川
を
堰
き
止
め
る
土
木
工
事
で
、

元
荒
川
に
堰
を
設
け
て
そ
の
水
を
右
岸
に
導
き
、
箕
田
・
糠
田
か
ら
吉
見
・

川
島
へ
の
用
水
に
充
て
る
洗
堰
方
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る(

14)

。

　

お
そ
ら
く
道
祖
土
氏
は
箕
田
郷
で
の
元
荒
川
の
治
水
に
関
わ
っ
た
こ
と

で
、
こ
の
地
域
に
移
住
す
る
基
盤
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

三
　
箕
田
郷
「
河
連
村
」
の
寄
進
と
中
三
谷
遺
跡

　

平
右
衛
門
遺
跡
の
旧
中
山
道
に
並
行
す
る
溝
の
普
請
は
、
箕
田
郷
登
戸
の

道
祖
土
氏
の
よ
う
な
周
辺
の
領
主
の
力
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
道
祖
土
氏
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）

の
北
条
氏
滅
亡
後
に
八
林
郷(

比
企
郡
川
島
町)

か
ら
移
住
し
た
小
領
主
で

あ
っ
た
。

　

中
近
世
移
行
期
の
箕
田
郷
は
、
忍
領
や
岩
付
領
の
勢
力
が
錯
綜
し
、
特
に

岩
付
北
条
氏
に
よ
る
支
配
が
浸
透
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
反
抗
勢
力

と
な
る
よ
う
な
有
力
領
主
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
が
、
道
祖
土
氏
の
よ
う
な
小
領
主
の
移
住
を
可
能
に
し
た

の
だ
ろ
う
。

　

箕
田
郷
は
有
力
領
主
が
育
ち
に
く
い
地
域
で
あ
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
、

あ
る
時
点
で
有
力
な
勢
力
が
一
掃
さ
れ
た
の
か
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

平
右
衛
門
遺
跡
周
辺
に
は
、
平
安
時
代
中
頃
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
嵯
峨

源
氏
系
の
箕
田
源
氏 (

源
仕
・
源
宛
・
源
綱
三
代)

の
も
の
と
伝
わ
る
館
跡
や
、

清
和
源
氏
系
の
源
経
基
館
跡
と
伝
わ
る
遺
跡
が
あ
る
。
伝
承
な
ど
に
よ
れ
ば

有
力
な
領
主
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
箕
田
源
氏
な
ど

の
存
在
に
つ
い
て
確
証
を
得
る
よ
う
な
遺
跡
・
遺
構
・
遺
物
は
発
見
さ
れ
て

い
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
箕
田
源
氏
宗
家
の
館
跡
と
推
定
さ
れ

て
い
る
九
右
衛
門
遺
跡(

鴻
巣
市
大
字
箕
田
字)

は
十
二
世
紀
末
～
十
四
世

紀
を
中
心
と
し
た
遺
構
・
遺
物
が
多
数
出
土
し
、
九
右
衛
門
遺
跡
に
隣
接
し

た
冨
士
山
遺
跡
と
宮
前
本
田
遺
跡
は
十
三
～
十
六
世
紀
に
営
ま
れ
た
館
跡
、

伝
源
経
基
館
跡(

鴻
巣
市
大
字
大
間
字
原)

は
中
世
前
期
の
方
形
館
を
基
本

に
し
つ
つ
後
世
に
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
中
三
谷
遺
跡(

鴻
巣
市

大
字
鴻
巣
字
中
三
谷)

は
十
二
世
紀
末
～
十
四
世
紀
前
半
の
館
跡
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る(

15)

。

　

そ
こ
で
、【
史
料
５
】
応
安
元
年(

一
三
六
八)

八
月
二
十
一
日
付
の
鎌

倉
公
方
足
利
氏
満(

金
王
丸)

寄
進
状(

16)

に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
５
】

寄
進

　

鶴
岡
八
幡
宮

　
　

武
蔵
国
箕
田
郷
地
頭
職
内
河
連
村
除
寺
社
領
幷
人
給
地

　
　

事
、

右
、
為
天
下
安
全
武
運
長
久
、
所
被
寄
進
也

者
、
守
先
例
可
被
致
沙
汰
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、
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應
安
元
年
八
月
廿
一
日　
　

沙　

弥　
（
花
押
）

　
【
史
料
５
】
に
よ
る
と
、「
武
蔵
国
箕
田
郷
地
頭
職
内
河
連
村
」
が
鶴
岡
八

幡
宮
に
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
寄
進
は
『
鴻
巣
市
史
』
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
応
安
元
年(

一
三
六
八)

二
月
に
起
こ
っ
た
平
一
揆
の
乱
鎮
圧

の
報
賽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(

17)

。
箕
田
郷
に
は
平
一
揆
に
与
し
て
地

頭
職
を
没
収
さ
れ
た
有
力
領
主
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

平
一
揆
の
乱
と
は
、
河
越
氏
や
高
坂
氏
を
中
心
と
し
た
武
蔵
を
代
表
す
る

武
士
団
で
あ
っ
た
平
一
揆
が
、
鎌
倉
府
に
対
し
て
起
こ
し
た
反
乱
で
あ
る
。

こ
れ
に
下
野
の
宇
都
宮
氏
や
、
上
野
の
南
朝
勢
力
で
あ
っ
た
新
田
氏
が
呼
応

し
て
挙
兵
し
た
た
め
大
乱
と
な
っ
た
が
、
幼
少
の
鎌
倉
公
方
足
利
氏
満(

金

王
丸)

を
擁
し
た
関
東
管
領
上
杉
憲
顕
が
、
河
越
館
を
攻
撃
し
て
こ
れ
を
鎮

圧
し
た
。
そ
の
後
、
鎌
倉
府
軍
は
宇
都
宮
に
進
軍
し
、
同
年
九
月
六
日
宇
都

宮
城
を
攻
略
し
た(

18)

。

　

平
一
揆
の
首
領
河
越
氏
の
処
分
に
つ
い
て
は
史
料
が
伝
存
し
て
い
な
い

が
、高
坂
氏
へ
の
処
分
に
関
す
る
史
料
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

應
安
元
年(

一
三
六
八)

八
月
十
二
日
付
の
足
利
氏
満(
金
王
丸)

寄
進
状

で
「
武
蔵
國
比
企
郡
内
戸
森
郷
高
坂
左
京
亮
跡
」(

川
島
町)
が
没
収
さ
れ

て
下
野
国
鑁
阿
寺
に
寄
進
さ
れ
た(

19)

。
ま
た
、
康
暦
元
年(

一
三
七
九)

四
月
二
十
八
日
付
の
上
杉
朝
房
書
状
で
「
む
さ
し
の
た
か
さ
か
の
郷
」(
東

松
山
市)

が
京
都
鹿
王
院
へ
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(

20)

、
本
領
も

没
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
河
越
氏
と
高
坂
氏
両

氏
は
と
も
に
没
落
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
宇
都
宮
氏
は
そ
の
後
も
存
続
し
、
こ
の
と
き
没
収
さ
れ
た
所
領

は
観
応
年
間(

一
三
五
〇
～
五
二)

の
恩
賞
地
の
み
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ

（
21
）、
河
越
氏
や
高
坂
氏
に
比
べ
て
軽
い
処
分
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
久
保
田
順
一
氏
は
、
関
東
管
領
上
杉
憲
顕
が
「
宇
都
宮
氏

は
鎌
倉
以
来
の
伝
統
的
豪
族
武
士
団
で
あ
り
、
憲
顕
は
こ
れ
を
潰
し
て
豪
族

層
の
反
発
を
受
け
る
よ
り
妥
協
し
て
共
存
す
る
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
」、
ま
た
、
厳
し
い
処
分
を
受
け
た
河
越
氏
と
高
坂
氏
に
つ
い
て
は
、
憲

顕
が
「
守
護
と
な
っ
た
武
蔵
に
お
い
て
は
徹
底
的
に
反
対
派
を
締
め
出
し

た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
22
）。
箕
田
郷
に
平
一
揆
に
与
し
た
有
力
領
主

が
い
た
と
す
れ
ば
、
河
越
・
高
坂
両
氏
と
同
様
の
道
を
た
ど
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。

　
【
史
料
５
】
で
鶴
岡
八
幡
宮
に
寄
進
さ
れ
た
「
武
蔵
国
箕
田
郷
地
頭
職
内

河
連
村
」
で
あ
る
が
、現
在
の
鴻
巣
市
川
面
に
比
定
さ
れ
る
。
史
料
中
に
「
河

連
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
は
元
荒
川
に
沿
っ
て
連
な
る
地
域

を
こ
の
よ
う
に
呼
び
、
現
在
の
川
面
地
区
よ
り
も
っ
と
広
範
囲
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

資
料
１
参
照)

。
現
在
の
川
面
地
区
よ
り
約
六
・
七
㎞

南
東
に
現
在
も
上
川
面
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
辺
り
ま
で

が
「
河
連
村
」
の
範
囲
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

資
料
２
参
照)

。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
領
域
に
み
ら
れ
る
中
世
の
館
跡
は
中
三
谷
遺
跡
で

あ
る
。
中
三
谷
遺
跡
は
、
前
述
の
よ
う
に
出
土
遺
物
の
製
作
年
代
か
ら
十
二

世
紀
末
～
十
四
世
紀
前
半
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
館
跡

で
あ
る
。
こ
の
館
跡
は
短
辺
一
〇
七
ｍ
の
台
形
を
し
た
方
形
館
が
推
定
さ

れ
、
周
囲
に
は
幅
四
ｍ
、
深
さ
一
・
四
ｍ
の
外
堀
が
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
中
国
産
の
龍
泉
窯
産
青
磁
碗
や
景
徳
鎮
窯
産
白
磁
皿
、
国
産
の
常
滑
窯

産
甕
・
常
滑
系
片
口
鉢
、
渥
美
窯
産
甕
、
在
地
産
片
口
鉢
・
か
わ
ら
け
の
ほ

か
漆
器
の
椀
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
館
の
居
住
者
に
つ
い
て
元
荒

川
に
近
接
し
た
立
地
な
ど
か
ら
舟
運
・
水
利
を
掌
握
し
た
在
地
領
主
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
23
）。
ま
た
、
中
三
谷
遺
跡
は
、
高
坂(

東
松
山
市)

よ
り

北
東
に
約
十
三
㎞
、
騎
西
・
羽
生
・
古
河
・
宇
都
宮
へ
と
抜
け
る
街
道
に
近

接
す
る
。
こ
の
地
域
は
、河
川
と
街
道
と
が
交
差
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、

（
道
昌
、
上
杉
憲
顕
）
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有
力
な
領
主
が
育
つ
環
境
と
し
て
好
適
で
あ
る
。

　

中
三
谷
遺
跡
よ
り
北
西
に
約
一
・
二
㎞
の
距
離
で
、
元
荒
川
を
挟
ん
で
ほ

ぼ
対
岸
の
屈
巣
地
区
の
船
塚
で
約
四
万
枚
の
古
銭
が
常
滑
焼
の
甕
と
と
も
に

発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
土
し
た
古
銭
は
、
最
古
は
前
漢
末
期
の
「
貨

泉
」（
紀
元
後
十
四
年
）
か
ら
北
宋
・
南
宋
の
「
咸
淳
元
宝
」（
一
二
六
五
年
）

ま
で
の
時
期
の
も
の
で
、
甕
の
制
作
が
十
四
世
紀
中
頃
～
後
期
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
備
蓄
さ
れ
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

る
（
24
）。

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
に
従
え
ば
、
中
三
谷
遺
跡
と
舟
塚
古
銭
と
の
間
に

は
若
干
の
時
期
差
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
近
接
し
た
位
置
か
ら
、
中
三

谷
遺
跡
と
舟
塚
古
銭
は
関
連
し
た
勢
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。

　

中
三
谷
遺
跡
の
館
跡
の
主
は
、
応
安
元
年(
一
三
六
八)

の
平
一
揆
の
乱

に
関
与
し
て
没
落
し
た
勢
力
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
考
古
学

的
見
地
に
よ
る
検
証
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

平
右
衛
門
遺
跡
の
旧
中
山
道
に
並
行
し
た
溝
の
普
請
が
行
わ
れ
た
時
期

は
、
慶
長
十
七
年(

一
六
一
二)

十
月
十
六
日
に
「
道
路
堤
防
の
制
」
が
出

さ
れ
て
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
溝
の
普

請
に
関
わ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
平
右
衛
門
周
辺
領
主
と
し
て
道
祖
土
氏
を
素

材
と
し
て
考
察
を
試
み
た
。
結
果
、
中
近
世
移
行
期
の
箕
田
郷
は
、
他
地
域

の
小
領
主
で
あ
っ
た
道
祖
土
氏
が
移
住
で
き
る
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
り
、
こ
れ
に
反
抗
す
る
よ
う
な
有
力
領
主
が
ど
こ
か
の
時
点
で
没
落

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
八
月
二
十
一

日
付
「
足
利
氏
満
寄
進
状
」(

【
史
料
５
】)

か
ら
、
平
一
揆
の
乱
の
際
に
敗

北
し
て
、
箕
田
郷
の
地
頭
職
を
没
収
さ
れ
た
有
力
領
主
が
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
寄
進
さ
れ
た
箕
田
郷
「
河
連
村
」
の
範
囲
を
推

定
し
た
。
今
の
と
こ
ろ
、「
河
連
村
」
の
範
囲
内
に
位
置
す
る
中
三
谷
遺
跡

の
館
跡
の
主
が
こ
れ
に
関
係
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
中
三
谷
遺
跡
は
生
出
塚
と
も
近
く
、
古
代
に
は
、
生

出
塚
窯
産
の
埴
輪
が
元
荒
川
を
利
用
し
て
千
葉
県
市
原
市
な
ど
に
も
運
ば
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
25
）。
水
運
の
要
衝
で
も
あ
り
、
有
力
領

主
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
中
三
谷
遺
跡
の
中
世
館

跡
に
つ
い
て
検
証
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

謝
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本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
大
屋
道
則
氏
・
富
田
和
夫
氏
・
西
村
慎
太

郎
氏
・
波
田
野
富
信
氏
・
吉
成
香
澄
氏
よ
り
御
教
示
・
御
助
言
を
賜
り
ま
し

た
。
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
１
）�　
『
さ
い
た
ま
埋
文
リ
ポ
ー
ト
』
二
〇
二
三　

年
報　

四
三　

公
益
財
団
法
人
埼
玉

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

（
２
）�　
『
さ
い
た
ま
埋
文
リ
ポ
ー
ト
』
二
〇
二
一　

年
報　

四
一　

公
益
財
団
法
人
埼
玉

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団　

（
3
）　

 

『
徳
川
実
紀
』（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
十
八
巻　

所
収
）

（
4
）　
『
御
當
家
令
條
』（『
大
日
本
史
料
』
十
二
編　

所
収)

（
５
）�　
『
言
緒
卿
記
』（『
大
日
本
史
料
』
十
二
編　

所
収)

慶
長
十
七
年
十
月
十
六
日
条

（
６
）�　
『
慶
長
年
録
』（『
大
日
本
史
料
』
十
二
編　

所
収)

慶
長
十
七
年
十
月
十
六
日
条

（
７
）�　

天
正
十
八
年(

一
五
九
〇)

七
月
十
八
日
に
徳
川
家
康
が
関
東
に
入
国
す
る
と
、

忍
城
主
に
家
康
の
四
男
松
平
忠
吉
を
据
え
る
べ
く
、
翌
八
月
二
十
九
日
に
は
家
康
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の
家
臣
松
平
家
忠
を
忍
城
に
入
城
さ
せ
て
そ
の
準
備
に
あ
た
ら
せ
た(

『
家
忠
日
記
』

（『
増
補
続
史
料
大
成
』
所
収
）)

。
そ
の
際
、家
忠
は
自
身
の
日
記(

『
家
忠
日
記
』)

に
度
々
、
御
鷹
場
の
整
備
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

（
８
）��　

道
祖
土
文
書
（『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
〇
一
〇
四
三
）　

岩
付
城
主
太
田
氏

資
死
去
に
伴
い
、
小
田
原
北
条
氏
が
永
禄
十
年(

一
五
六
七)

に
比
定
さ
れ
る
九

月
晦
日
付
の
北
条
氏
虎
朱
印
状
で
、
道
祖
土
圖
書
助
に
対
し
て
「
三
尾
谷
、
戸
森
、

右
當
郷
代
官
職
之
事
、
如
源
五
郎(

太
田
氏
資)

時
、
無
相
違
被
仰
付
畢
」
と
代

官
職
を
安
堵
し
て
い
る
。

（
９
）　

道
祖
土
文
書
（『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
〇
一
五
六
九)　

（
10
）　
『
道
祖
土
氏
系
図
』（『
川
島
町
史
』
資
料
編　

古
代
・
中
世
（
二
〇
〇
二
年
）　

八
二
五
頁)

（
11
）　
『
道
祖
土
氏
伝
記
』（『
川
島
町
史
』資
料
編　

古
代
・
中
世　

八
三
六
～
八
三
七
頁)

（
12
）　

道
祖
土
文
書
（『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
〇
二
六
二
二
）

（
13
）�　

武
州
文
書
所
収
比
企
郡
助
太
郎
所
蔵
文
書
（『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編　

〇
二
六
二
三
）

（
14
）　
『
川
里
町
史
』
通
史
編
（
二
〇
〇
五
年
）　

第
二
編　

中
世　

第
二
章　

第
三
節

　

一
四
二
頁

（
15
）�　
『
鴻
巣
市
史
』
通
史
編
一　

原
始
・
古
代
・
中
世
（
二
〇
〇
〇
年
） 

第
十
一
章　

第
一
節　

五
二
九
～
五
三
三
頁

（
16
）　

 

鶴
岡
八
幡
宮
文
書
（『
鴻
巣
市
史
』
資
料
編
二　

古
代
・
中
世
（
一
九
九
一
年
）

　

一
八
九
）

（
17
）　
『
鴻
巣
市
史
』
資
料
編
二　

古
代
・
中
世　

二
七
三
頁　

（
18
）��　

市
河
文
書
（『
埼
玉
県
史
』
資
料
編
五　

中
世
一
（
一
九
八
二
年
）　

四
七
三
）、

諸
州
古
文
書
（『
埼
玉
県
史
』
資
料
編
五　

中
世
一　

四
七
四
） 

（
19
）　

諸
州
古
文
書
（『
埼
玉
県
史
』
資
料
編
五　

中
世
一　

四
七
〇
）

（
20
）　

鹿
王
院
文
書
（『
埼
玉
県
史
』
資
料
編
五　

中
世
一　

五
〇
二
）

（
21
）��　
『
鎌
倉
大
日
記
』(

『
増
補
続
史
料
大
成
』
所
収) 

応
安
元
年
の
記
載
に
「
御
敵

平
一
揆
与
同
罪
科
輩
、
以
薩
埵
恩
賞
観
応
年
中
拝
領
地
被
収
公
御
免
本
領
計
」
と

あ
る
。　

（
22
）　

久
保
田
順
一
『
上
杉
憲
顕
』
戎
光
祥
出
版　

二
〇
一
二
年　

一
九
五
頁

（
23
）�　
『
鴻
巣
市
史
』
通
史
編
一　

原
始
・
古
代
・
中
世　

第
十
一
章　

第
一
節　

五
三
〇
～
五
三
一
頁
、埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
報
告
書
第
七
十
六
集
『
中

三
谷
遺
跡
』（
一
九
八
九
年
）　

（
24
）��　
『
川
里
町
史
』
通
史
編　

第
二
編　

中
世　

第
三
章　

第
二
節　

一
六
四
～

一
六
六
頁

（
25
）　
『
鴻
巣
市
史
』
通
史
編 

一　

第
五
章　

第
二
節　
　

二
五
〇
～
二
五
一
頁
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資料２　「河連村」推定範囲（国土地理院発行２万５千分の１地形図「鴻巣」「熊谷」「加須」「東松山」に加筆・縮尺）
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